
第2回目の題目は、「ドメイン」につい
てです。
ご存じの方も多いと思いますが、簡単に
説明させて頂きます。
ドメインとは、簡単に例えると「イン
ターネット（ウェブ）上の住所」のこと。
ドメインがなければ、ホームページを公
開することができません。
ドメインは、その情報を管理し、ユー
ザーがアクセスしやすいように造られた
ものです。
ドメインの更新は、1年に1回行います。
更新をしないと、ウェブサイトやメール
の利用ができなくなってしまいます。

弊社では、ドメインの更新漏れ、忘れが
無いよう、しっかりと管理させていただ
いております。
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風が清々しく心地の良い季節がやってきましたね。
たくさんあった雪も解け、冷暖房を使用せずとも気持ちの良い気候です。
4月は新年度の始まりの月。弊社にもキュートでフレッシュな新入社員2名が
入社致しました。新入社員の元気と若さに、社内の空気も華やぎました。
入社式は、土市にあります「二葉家」様にて執り行いました！
在宅勤務や社外業務をしている社員も集まり、社員の士気が高まる良い式と
なりました。

5月は新年度が始まり、ちょうど1か月。ゴールデンウィークを挟み、少し疲
れやストレスが溜まってしまう時期でもあるかと思います。
ですが、5月の風物詩は数えきれないほどあり、梅雨前の楽しみが多い時期で
もあります。
季節の美味しいものを食べ、新緑の美しい時期を愉しみたいものですね。

入社式の
様子です！

二葉家様特製★
お持ち帰りの折詰を
用意して頂きました♪

Twitterやっています♪
新潟ソフトストラクチャ
公式アカウント＠nss4322
フォローお待ちしております♡

新潟県十日町市伊達甲960-1
TEL：025-758-4322

Mail：nss-smd@niigatass.com
地域の皆様のお力になれるよう、
日々努力してまいります。
お気軽にご相談ください♪

ひとことコラム



よろしくね！

私たちの暮らしに欠かせない、とても便利な自動車に関連するお話
です。
令和4年4月から道路交通法が改正されます。

・ドライバーの運転前後の酒気帯びの有無を、目視等で確認する事。
・酒気帯びの有無の記録を1年間保持する事。

令和4年10月からは
・ドライバーの運転前後の酒気帯びの有無を、アルコール検知器を
用いて確認する事。
・正常に機能するアルコール検知器を常時有効に保持する事。

そこで、アルコール検知器を選ぶ際のポイントをお伝えします！
アルコール検知器は、「正常に作動し、故障のない状態でいつでも
使用できる状態」が必須ですので、適切に使用・管理し、定期的な
メンテナンスが必要です。
また、「データ保存の有無」もポイントになります。

弊社では、多種多様な機器を取り扱いしておりますので、必要に応
じて適切な機種をお選び頂けます！
※価格：据え置きタイプ¥127,000～、ポータブルタイプ¥18,000～

ご相談、お問合せ、お気軽にお待ちしております。

新潟県十日町市伊達甲960-1
TEL：025-758-4322

Mail：nss-smd@niigatass.com

令和4年4月に次いで、10月にも
道路交通法が改正されます！

当該事業所の従業員が、出張先等でレンタカーを運転し業務に従事する場合、
使用車両がレンタカーであっても、酒気帯びの有無の確認は必要になります。

義務化の対象：白ナンバーを5台以上または
定員11人以上の車を1台以上扱う事業所
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